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給付の対象となる災害の範囲と給付金額

災害の種類 災害の範囲 給付金額

負　　傷
　その原因である事由が学校の管理下で生
じたもので、療養に要する費用の額が5,000
円以上のもの

医療費
・医療保険並の療養に要する費用の額の４
／10（そのうち１／10は、療養に伴って
要する費用として加算される分）
　　ただし、高額療養費の対象となる場合は、
自己負担額（所得区分により限度額が異
なる。）に療養に要する費用の額の１／10
を加算した額
・入院時食事療養費の標準負担額がある場
合は、その額を加算した額

疾　　病

　その原因である事由が学校の管理下で生
じたもので、療養に要する費用の額が5,000
円以上のもののうち、内閣府令で定めるも
の
・学校給食等による中毒・ガス等による中
毒・熱中症・溺水・異物の嚥下又は迷入
による疾病・漆等による皮膚炎・外部衝
撃等による疾病・負傷による疾病

障　　害

　学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が
治った後に残った障害
（その程度により第１級から第14級に区分
される。）

障害見舞金　4,000万円～88万円
〔通学（園）中の災害の場合2,000万円～44万円〕

死　　亡

　学校の管理下において発生した事件に起
因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する
死亡

死亡見舞金　3,000万円
〔通学（園）中の場合1,500万円〕

突
然
死

運動などの行為に起因する突然死
（学校の管理下において発生したもの）

死亡見舞金　3,000万円
〔通学（園）中の場合1,500万円〕

運動などの行為と関連のない突然死
（学校の管理下において発生したもの）

死亡見舞金　1,500万円
〔通学（園）中の場合も同額〕
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2025年度　授業料等納入内訳書
（高校１年生）� （単位：円）

振替月日

授業料 その他の学納金 会費など、その他の経費

納入計
授業料

施設設
備資金

諸経費 暖房費
ＰＴＡ
会　費

周年事業
賛助金

後援会
会　費

生徒会費
振　替
手数料

５月27日 66,000 2,000 1,500

5,000

10,000

10,000 1,600

165 128,265入会金
1,000

入会金
30,000

入会金
1,000

６月27日 33,000 1,000 750 2,500 5,000 5,000 800 165 48,215

７月28日 33,000 1,000 750 2,500 5,000 5,000 800 165 48,215

８月27日 33,000 1,000 750 2,500 5,000 5,000 800 165 48,215

９月29日 33,000 1,000 750 2,500 5,000 5,000 800 165 48,215

10月27日 33,000 1,000 750 2,500 5,000 5,000 800 165 48,215

11月27日 33,000 1,000 750 4,500 2,500 5,000 5,000 800 165 52,715

12月29日 33,000 1,000 750 4,500 2,500 5,000 5,000 800 165 52,715

１月27日 33,000 1,000 750 4,500 2,500 5,000 5,000 800 165 52,715

２月27日 66,000 2,000 1,500 4,500 5,000 10,000 10,000 1,600 165 100,765

授業料の納入額は、就学支援金の対象となる生徒にあっては、所得に応じて、月額9,900円、又は33,000円）を差し引いた額となります。

銀行口座より引き落とせなかった場合は、振込用紙を生徒資料に記載されている保護者宛に郵送いたしますので、銀行窓口よりお振

込みをお願いします。
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カトリック教会の「典
てん

礼
れい

暦
れき

」と主な祝日
（年間行事予定に記載されているカトリック教会の主な祝日についての説明）

「典
てん

礼
れい

暦
れき

」とは

　カトリック教会には「典礼暦」という暦があります。「典礼暦」の中心には、イエス・キリストの生

涯の大きな出来事である「降誕祭（クリスマス）」と「復活祭（イースター）」があり、イエス・キリス

トを思い起こすために盛大にお祝いします。

「降
こう

誕
たん

祭
さい

」（クリスマス）

　イエス・キリストの誕生を祝う日で、毎年12月25日に祝われます。厳密にはイエスがいつ誕生したか

は不明ですが、４世紀からローマでこの日に祝われるようになりました。

　イエスの誕生を相応しく迎えるための準備期間を「待
たい

降
こう

節
せつ

」と言い、降誕祭からさかのぼって４つ前

の日曜日から始まります。

　降誕祭に続く約２週間の後祝いの期間を「降
こう

誕
たん

節
せつ

」と言います。

「復活祭」（イースター）

　カトリック教会の信仰の中心は、十字架上で処刑されたイエスが復活した、ということを信じること

です。１世紀から、イエスの復活を祝う復活祭が盛大に行われてきました。

　復活祭の日は、「春分の日の次にくる満月のあとの、最初の日曜日」と定められています。そのため、

毎年日付が移動します。また、イエスが復活した日が日曜日だったとされることから、カトリック教会

では日曜日を「主の日（主
しゅ

日
じつ

）」としています。

　復活祭に先立ち、「灰の水曜日」から始まる40日間（日曜日を除く）を「四
し

旬
じゅん

節
せつ

」と言い、復活祭を

相応しく迎えるために心身を整える準備期間として定めています。この期間は、カトリック教会では伝

統的に節制・祈り・善行に励む習慣があります。

　復活祭の直前の日曜日（「受難の主日」）からの一週間を「聖週間」と呼びます。特に木曜日から土曜

日までの３日間（「聖なる過
すぎ

越
こし

の３日間」）は、典礼暦の頂点となっており、イエスの死と復活の場面を

思い起こしながら過ごします。

　「聖木曜日（主 の 晩 餐）」：イエスが捕らえられる直前に弟子たちと行った最後の晩餐を記念します。

　「聖金曜日（主 の 受 難）」：イエスの十字架上での死を思い起こします。

　「聖土曜日（復活徹夜祭）」：イエスが復活したことを祝う前夜祭です。

その他の主な祝日

①「神の母聖マリア」（１月１日）

　カトリック教会では、救い主イエス・キリストの降誕８日目にあたる１月１日に、「神の母マリア」

の祭日を祝う伝統があります。新年を迎えて神の子であるイエスの母マリアにも特別な尊敬の念を

込め、その御加護を求め、また世界平和を願って祈りを捧げます。

②「主の昇天」（復活祭から40日目）

　イエスは、十字架上での死から３日目に復活し、40日目に天の神のもとに昇りました（昇天）。

この日は、神からイエスが人間として最高の権威を与えられたことを祝う日です。
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③「聖霊降臨の主日」（ペンテコステ）（復活祭から50日目）

　イエスの復活から50日目に、弟子たちに神の霊（聖霊）が降り、多くの人々をイエスへの信仰へ

教え導くための力が与えられたことを記念します。カトリック教会では聖霊降臨が教会活動の始ま

りとされるため、教会の誕生の記念日としても特別に祝います。

④「使徒聖ペトロ聖パウロ」（６月29日）

　初代教会の礎を築いた、イエスの弟子であるペトロとパウロの働きを記念しながら、現代のわた

したちがイエスの教えに触れることができることを感謝する日です。

　ペトロは、イエスから弟子たちのリーダーとして選ばれた人物です。カトリック教会では、ペト

ロの後継者がローマ教皇であるとしています。現在は、ペトロから数えて266代目のローマ教皇フ

ランシスコがその立場にあります。パウロは、イエスの教えをユダヤ人以外の人々（特にギリシア

人やローマ人）に伝えた人物です。彼の働きによって、キリスト教は世界中に広まったと言われて

います。

⑤「聖母の被昇天」（８月15日）

　マリアは救い主イエスの母になるよう神に選ばれ、その困難な使命に深い信仰をもって応え続け

ました。カトリック教会は、そのようなマリアの忠実な生涯の終わりに、神が彼女に特別な恵みを

与えられ、生きたままに神のもとへ昇天させられたと信じています。マリアのこの最後の姿を記念

しながら、わたしたちも神のもとで永遠の命をいただく日がくることを希望する日でもあります。

⑥「諸聖人の日」（11月１日）

　カトリック教会では、神の前に誠実に生きた人に「聖人」の称号を授けています。この日は、彼

らへの深い敬愛の念をもち、彼らを手本として自らの生き方を省みることが勧められています。

　翌11月２日は「死者の日」と定められており、この世を去ったすべての死者の安息を祈り求める

と同時に、わたしたちの人生の本当の目的が神のもとで安らぐことを思い起こす日です。

⑦「無原罪の聖母」（12月８日）

　カトリック教会では、人間は生まれながらに弱さや不完全さ、罪への傾きを持ち合わせて誕生し、

それらを神の恵みによって癒される必要があると考えています。一方で、救い主の母となったマリ

アは、神の特別な恩恵のおかげで、生まれた時から罪への傾きから救われていたと信じています。

マリアのすばらしさとともに、人間に対する神の慈しみを思い起こす日でもあります。

光星に関連した祝日

①「シャミナード・デイ」（１月22日）

　光星学園の経営母体である「マリア会」の創立者ギヨーム・ヨゼフ・シャミナード神父の命日で

す。神父の生前の働きに感謝し、祈りを捧げる日です。シャミナード神父は2000年９月３日に「福

者」の位に上げられました。

②「学園聖母の祝日」（学園が定めた５月のいずれか１日）

　カトリック教会では伝統的に５月を「聖母月」と呼び、マリアの遺徳を偲び、彼女への祈りを捧

げてきました。本学園ではこの日を特別に休日とし、本学園に関わるすべての生徒・保護者・教職

員の上に、マリアの取り次ぎによって、神の豊かな恵みが与えられるよう祈る日としています。

③「創立記念日・慰霊ミサ」（11月１日）

　「諸聖人の日」にあわせて、本学園の創立を記念するミサを行います。全校生徒・教職員が一堂

に会し、これまで学園の発展に尽力された人々、特にこの１年の学園関係物故者を追悼し、すべて

の人に神の祝福があるように祈りを捧げます。
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